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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベルゲニア・クラッシフォリア（Ｂｅｒｇｅｎｉａ　ｃｒａｓｓｉｆｏｌｉａ）又はベ
ルゲニア・パープラセンス（Ｂｅｒｇｅｎｉａ　ｐｕｒｐｕｒａｓｃｅｎｓ）から、メタ
ノール又はエタノールを５０％以上含む液により抽出されたエラスターゼ阻害物質を含有
することを特徴とするエラスターゼ阻害剤。
【請求項２】
　請求項１に記載のエラスターゼ阻害剤を含むことを特徴とする皮膚外用剤。
【請求項３】
　エラスターゼ阻害剤の含有量が０．０１～１０質量％である請求項２に記載の皮膚外用
剤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、人の皮膚の老化防止に有効なエラスターゼ阻害剤および皮膚外用剤に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
皮膚の老化に関する近年の研究によれば、外見的に老化が認められる皮膚において生じて
いる組織レベルの変化としては皮膚真皮にあるコラーゲンおよびエラスチンの減少、ヒア



(2) JP 4633205 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

ルロン酸をはじめとするムコ多糖類の減少、表皮細胞の損傷などがある。
【０００３】
これらが並行して進行する皮膚老化の原因としては、一般的には加齢が最も重要なもので
あるが、乾燥、酸化、太陽光紫外線等も、皮膚老化にかかわる直接的な因子として挙げら
れる。
【０００４】
上述の皮膚老化現象の中でも特に顕著な結果をもたらすエラスチンの減少は、紫外線によ
るものと加齢に伴うものとがある。エラスチンは繊維状のコラーゲンに絡み付くようにし
て存在するコイル状の硬タンパク質であって、弾性体のように伸びたあと元に戻る性質が
あり、コラーゲンと協同して皮膚にハリや弾力を与えているものである。紫外線はこのエ
ラスチンに特異的に作用するプロテアーゼであるエラスターゼの働きを活性化するので、
紫外線を多量に浴びた皮膚ではエラスチンの分解が促進されることになり、その結果、皮
膚はハリや弾力を失うに至る（Fragrance　Journal 1997-4)。エラスターゼの作用は加齢
によっても活発化して同様の結果を招く。
【０００５】
したがって、エラスターゼの過度の作用を抑制することができれば上記機構による皮膚老
化の防止が可能になる。このような観点からエラスターゼ阻害作用を有する物質の探索が
進められた結果、イジュ、ユーカリ、コミカンソウ等の抽出物が有効であることが確認さ
れた（特開平９－９５４２０，同９－８７１３７，同９－８７１３６）。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、強いエラスターゼ阻害作用を有すると共に皮膚外用剤に配合して使用す
るのに適した性質を有する物質を天然物由来の物質の中からを見いだし、皮膚老化防止の
新規な手段を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するための手段としては、以下の通りである。
＜１＞　ベルゲニア・クラッシフォリア（Ｂｅｒｇｅｎｉａ　ｃｒａｓｓｉｆｏｌｉａ）
又はベルゲニア・パープラセンス（Ｂｅｒｇｅｎｉａ　ｐｕｒｐｕｒａｓｃｅｎｓ）から
、メタノール又はエタノールを５０％以上含む液により抽出されたエラスターゼ阻害物質
を含有することを特徴とするエラスターゼ阻害剤である。
＜２＞　前記＜１＞に記載のエラスターゼ阻害剤を含むことを特徴とする皮膚外用剤であ
る。
＜３＞　エラスターゼ阻害剤の含有量が０．０１～１０質量％である前記＜２＞に記載の
皮膚外用剤である。
【０００８】
【発明の実施の形態】
ベルゲニア・クラッシフォリア（Bergenia crassifolia；和名：ナガバユキノシタ）およ
びベルゲニア・パープラセンス（Bergenia purpurascens）はヒマラヤユキノシタ属ユキ
ノシタ科に属する植物であって、中国では前者が厚叶岩白菜、後者が岩白菜の名で生薬と
して利用されている。薬効については虚弱体質、吐血、喀血、炎症性腫脹などに有効とさ
れており、全草を利用する。その他、お茶として利用する地方もある（平凡社・世界有用
植物辞典）。しかしながら、この植物がエラスターゼ阻害物質を含有することは知られて
いなかった。
【０００９】
エラスターゼ阻害物質は、前記ヒマラヤユキノシタ属植物の根の部分に多く含まれている
。有効成分の抽出は乾燥物について行うことが望ましく、新鮮なものは抽出効率が悪い。
抽出溶媒としては、水、親水性有機溶媒またはそれらの混合物を使用することができ、親
水性有機溶媒としてはメタノール、エタノール等の低級脂肪族アルコール、酢酸エチル等
が好適である。
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【００１０】
抽出方法には制限がなく、室温ないし還流加熱下に任意の装置を用いて抽出することがで
きる。簡単には、抽出溶媒を満たした処理槽に抽出原料を投入し、ときどき撹拌しながら
可溶性成分を溶出させる。得られた抽出液を濃縮、乾燥すると、エラスターゼ阻害作用を
有する抽出物が得られる。
【００１２】
上述のようにして得られた抽出液または抽出物は、いずれも原料に由来する好ましい芳香
を有し、そのままでもエラスターゼ阻害剤として利用可能であるが、必要ならば、エラス
ターゼ阻害活性の向上や脱色・脱臭等を目的とする精製を施したり、任意の助剤と混合し
て製剤化してもよい。
【００１３】
本発明のエラスターゼ阻害剤は、軟膏、クリーム、乳液、ローション、パック、浴用剤等
の皮膚外用剤に配合して皮膚から吸収させることにより、皮膚の老化防止に役立たせるこ
とができる。配合可能な皮膚外用剤は、本発明のエラスターゼ阻害剤のみが主剤となるも
のに限られるわけではない。たとえば、アボガド油、パーム油、ピーナッツ油、牛脂、コ
メヌカ油、ホホバ油、カルナバロウ、ラノリン、流動パラフィン、スクワラン、オキシス
テアリン酸、イソステアリルアルコール等の油性成分；グリセリン、ソルビトール、ポリ
エチレングリコール、コラーゲン、ヒアルロン酸およびその塩、コンドロイチン硫酸およ
びその塩などの保湿剤；パラジメチルアミノ安息香酸アミル、ウロカニン酸、ジイソプロ
ピルケイ皮酸エチル等の紫外線吸収剤等を１種以上含有し、さらにエリソルビン酸ナトリ
ウム、セージエキス、パラヒドロキシアニソール等の酸化防止剤；ステアリル硫酸ナトリ
ウム、セチル硫酸ジエタノールアミン、セチルトリメチルアンモニウムクロライド、イソ
ステアリン酸ポリエチレングリコール、ステアリン酸グリセリル等の界面活性剤；エチル
パラベン、ブチルパラベン等の防腐剤；オウバク、オウレン、シコン、シャクヤク、セン
ブリ、バーチ、ビワ等の抽出物、グリチルリチン酸誘導体、グリチルレチン酸誘導体、サ
リチル酸誘導体、ヒノキチオール、酸化亜鉛、アラントイン等の消炎剤；胎盤抽出液、グ
ルタチオン、ユキノシタ抽出物、アルビチン、アスコルビン酸誘導体等の美白剤；ニンジ
ン、アロエ、ゼニアオイ、アイリス、ブドウ、ヨクイニン、ヘチマ、ユリ等の抽出物、ロ
ーヤルゼリー、感光素、コレステロール誘導体、各種アミノ酸類の賦活剤；サフラン、セ
ンキュウ、ショウキョウ、オトギリソウ、オノニス、ローズマリー、ニンニク等の抽出物
；γ－オリザノール、デキストラン硫酸ナトリウム等の血行促進剤；硫黄、チアントール
等の抗脂漏剤；香料、水、アルコール、カルボキシビニルポリマー等の増粘剤；チタンイ
エロー、カーサミン、ベニバナ赤、任意の助剤を含有するものに適宜配合することができ
る。
【００１４】
皮膚外用剤に対する本発明のエラスターゼ阻害剤の好適配合率は、未精製の標準的な抽出
物からなるものの場合で約０.０１～１０重量％である。
【００１５】
【実施例】
以下、実施例を示して本発明をさらに詳細に説明する。
【００１６】
製造実施例
原料植物体の根部の乾燥粉末１００ｇを抽出溶媒５００mlに投入し、還流抽出器で１時間
加熱抽出する処理を２回行う。得られた抽出液を合わせて減圧下に濃縮し、さらに乾燥し
て、抽出物を得る。
ベルゲニア・クラッシフォリアおよびベルゲニア・パープラセンスについて上記の抽出を
行なった結果を表１に示す。
【００１７】
【表１】
抽出物収率（対原料植物体重量％）



(4) JP 4633205 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

【００１８】
得られた抽出物のうち、Ｂ・クラッシフォリアの各抽出物を後記実施例１～３で使用した
。また、５０％メタノール抽出物について、下記の試験法によりエラスターゼ阻害活性を
試験した。試験結果を表２に示す。
【００１９】
試験法：９６穴マイクロプレートを用意し、１穴に対して試料溶液（溶媒：ＤＭＳＯ＋水
）５０μl、基質溶液（２mＭ N-methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide）２
５μlおよびエラスターゼ溶液（ヒト好中球由来エラスターゼ；６μg/ml）を添加する。
２５℃で３０分間反応させたのち、反応液を採取して４１５nmの吸光度を測定する。上記
と同様の酵素反応と吸光度測定を、試料溶液の代わりに試料溶液と等量の溶媒のみを添加
して行う。さらに、それぞれの場合について、エラスターゼ溶液を添加せずに同じ操作と
測定を行う。
【００２０】
測定結果より、下記の式によりエラスターゼ阻害率を算出する。
エラスターゼ阻害率（％）＝〔１－（Ａ－Ｂ）／（Ｃ－Ｄ）〕×１００
但し、
Ａ：試料溶液添加，酵素添加時の吸光度
Ｂ：試料溶液添加，酵素無添加時の吸光度
Ｃ：試料無添加，酵素添加時の吸光度
Ｄ：試料無添加，酵素無添加時の吸光度
試料溶液の濃度を種々変更して上記阻害率の測定を行い、エラスターゼの活性を５０％阻
害する試料溶液濃度を内挿法により求める。
【００２１】
【表２】

【００２２】
実施例１
下記組成の化粧水を常法により製造した。
Ｂ・クラッシフォリア水抽出物　　０.１５ｇ
グリセリン　　　　　　　　　　　４ｇ
1,3-ブチレングリコール　　　　　４ｇ
エタノール　　　　　　　　　　　７ｇ
ＰＯＥ・オレイルアルコール　　　０.５ｇ
メチルパラベン　　　　　　　　　０.０５ｇ
クエン酸　　　　　　　　　　　　０.０１ｇ
クエン酸ソーダ　　　　　　　　　０.１ｇ
香料　　　　　　　　　　　　　　０.０５ｇ
精製水　　　　　　　　　　　　残部（全量を１００mlとする）
【００２３】
実施例２
下記組成のクリームを常法により製造した。
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Ｂ・クラッシフォリアエタノール抽出物　０.５ｇ
セトステリルアルコール　　　　　３.５ｇ
スクワラン　　　　　　　　　　４０ｇ
ミツロウ　　　　　　　　　　　　３ｇ
還元ラノリン　　　　　　　　　　５ｇ
エチルパラベン　　　　　　　　　０.３ｇ
ポリオキシエチレン　　　　　　　２ｇ
ステアリン酸モノグリセリド　　　２ｇ
1,3-ブチレングリコール　　　　　５ｇ
香料　　　　　　　　　　　　　　０.０３ｇ
グリセリン　　　　　　　　　　　５ｇ
精製水　　　　　　　　　　　　残部（全量を１００mlにする）
【００２４】
実施例３
下記組成のパックを常法により製造した。
Ｂ・クラッシフォリア50％メタノール抽出物　０.５ｇ
ポリビニルアルコール　　　　　１５ｇ
ポリエチレングリコール　　　　　３ｇ
プロピレングリコール　　　　　　７ｇ
エタノール　　　　　　　　　　１０ｇ
メチルパラベン　　　　　　　　　０.０５ｇ
香料　　　　　　　　　　　　　　０.０５ｇ
精製水　　　　　　　　　　　　残部（全量を１００mlにする）
【００２５】
【発明の効果】
上述のように、本発明によれば皮膚の老化防止に有効な新規なエラスターゼ阻害剤および
皮膚外用剤が提供された。本発明のエラスターゼ阻害剤の有効成分は、エラスターゼ阻害
作用に優れているだけでなく、既に生薬として利用されてきた植物体から抽出されるもの
であるから安全性にも優れている。
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